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防災の
世界を
解剖する

83

一
般
社
団
法
人
Ａ
Ｄ
Ｉ
災
害
研
究
所　

理
事
長

伊
永
　
勉

　

過
去
の
災
害
で
見
直
し
た
い

　
　
　
　
　

地
方
自
治
体
の
課
題

　

令
和
に
な
っ
て
、
沖
縄
で
の
台
風
に
よ

る
長
期
停
電
、
東
北
の
海
水
温
上
昇
に
よ

る
豪
雪
の
連
続
、
能
登
半
島
地
震
に
よ
る

長
期
に
渡
る
集
落
の
孤
立
、
台
湾
の
地
震

に
よ
る
沖
縄
の
津
波
、
豊
後
水
道
の
地
震

で
の
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
緊
張
等
、
気
候

変
動
の
影
響
を
無
視
で
き
な
い
こ
と
と
、

頻
発
す
る
災
害
に
気
の
抜
け
な
い
時
代
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
年
の
能
登
半
島
地

震
で
は
、
地
方
自
治
体
の
災
害
対
策
に
、

多
く
の
課
題
を
持
た
す
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
都
道
府
県
市
町
村
の
防
災

と
福
祉
を
担
当
す
る
職
員
に
心
し
て
欲
し

い
課
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

孤
立
対
策

　

能
登
半
島
地
震
で
の
、
土
砂
崩
れ
・
道

路
陥
没
・
液
状
化
と
、
停
電
に
よ
る
ア
ク

セ
ス
不
能
に
よ
る
集
落
の
孤
立
は
、
南
海

ト
ラ
フ
地
震
で
も
最
大
の
懸
念
と
な
り
ま

す
。
こ
の
様
な
集
落
の
孤
立
を
防
ぐ
た
め

に
は
、
利
用
が
減
っ
た
旧
道
を
通
れ
る
よ

う
に
整
備
し
て
お
く
こ
と
や
、
停
電
時
の

情
報
交
換
用
に
、
電
源
や
充
電
装
置
を
確

保
し
て
お
く
こ
と
、
さ
ら
に
孤
立
が
心
配

な
地
区
へ
の
衛
星
携
帯
電
話
の
設
置
等
を

推
進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
あ
る
地

域
で
は
、
山
間
部
を
往
来
す
る
バ
ス
に
衛

星
携
帯
電
話
を
常
設
し
て
い
る
例
が
あ
り

ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
孤
立
問
題
は
地
方
に

限
り
ま
せ
ん
。
都
市
部
に
懸
念
さ
れ
る
孤

立
問
題
と
し
て
、
高
層
ビ
ル
の
停
電
に
よ

る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
停
止
で
救
助
が
遅
れ

る
こ
と
や
、
個
人
主
義
第
一
に
よ
る
、
近

隣
と
の
交
流
の
無
関
心
さ
に
よ
る
救
助
の

通
報
が
遅
れ
る
等
が
考
え
ら
れ
、
ビ
ル
管

理
会
社
や
警
備
会
社
と
安
全
管
理
を
有
料

で
契
約
し
て
い
る
か
ら
、
安
全
が
保
障
さ

れ
て
い
る
と
言
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
る

人
に
対
し
て
、
災
害
で
機
能
し
な
い
こ
と

を
想
定
し
て
、
自
力
で
対
応
で
き
る
力
を

蓄
え
な
け
れ
ば
、
生
き
残
れ
な
い
こ
と
を

知
っ
て
欲
し
い
。

　

行
方
不
明
者
対
策

　

一
般
的
に
は
、
住
民
基
本
台
帳
に
よ
っ

て
、
市
町
村
に
住
む
人
は
把
握
で
き
て
い

ま
す
が
、
こ
の
台
帳
に
載
っ
て
い
な
い
人

の
所
在
が
不
明
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な

り
ま
す
。
能
登
半
島
地
震
で
は
、
石
川
県

が
３
０
０
名
を
超
え
る
行
方
不
明
者
の
安

否
確
認
を
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
公

開
し
ま
し
た
。
行
方
不
明
者
の
捜
索
に
関

す
る
問
題
と
し
て
は
、
遠
地
か
ら
連
絡
が

取
れ
な
い
た
め
に
、
自
分
で
探
す
よ
り

も
、
直
ぐ
に
行
方
不
明
の
届
け
を
出
す
こ

と
が
多
く
、
市
町
村
や
警
察
は
、
行
方
不

明
届
け
者
の
捜
索
を
し
ま
す
が
、
行
方
不

明
者
の
全
て
が
死
亡
者
と
は
限
ら
な
い
こ

と
と
、住
民
基
本
台
帳
に
未
登
録
の
人
や
、

転
出
届
を
出
さ
な
い
ま
ま
、
他
都
市
の
学

校
や
職
場
の
近
く
で
生
活
し
て
い
る
場

合
、
市
町
村
で
は
把
握
が
困
難
と
な
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
に
知
っ
て
欲
し

い
行
方
不
明
者
防
止
策
と
し
て
は
、
自
分

や
家
族
の
無
事
は
、
災
害
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル

等
で
自
ら
発
信
す
る
こ
と
、
家
族
や
知
人

に
、
無
届
け
転
出
入
者
が
い
る
場
合
は
役

所
に
報
告
す
る
こ
と
、
自
治
会
や
町
会
で

把
握
し
て
い
る
、
地
域
住
民
の
所
在
・
不

在
等
の
情
報
を
、役
所
に
報
告
す
る
こ
と
、

地
区
内
の
要
支
援
者
（
独
居
や
自
力
避
難

等
困
難
者
）
の
安
否
を
地
域
の
み
ん
な
で

意
識
す
る
こ
と
等
を
心
が
け
て
欲
し
い
。

令
和
の
福
祉
防
災
業
務
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

～
時
事
変
化
す
る
災
害
に
立
ち
向
か
う
に
は
～
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ラ
イ
ン
が
使
え
な
い
在
宅
避
難
等
で
、
感

染
症
や
食
中
毒
も
含
め
て
、
衰
え
る
体
力

と
孤
独
感
に
苛
ま
れ
、
死
に
至
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な〝
災
害
関
連
死
〟

を
無
く
す
設
備
と
対
策
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。

・
要
支
援
者
等
が
孤
独
感
を
持
た
な
い
よ

う
に
、
近
隣
で
の
見
守
り
活
動
を
進
め
る

・
避
難
所
に
福
祉
避
難
ス
ペ
ー
ス
を
設
置

し
、
体
調
不
良
者
を
収
容
す
る

・
通
所
施
設
や
宿
泊
施
設
等
を
福
祉
避
難

所
と
し
て
、
活
用
で
き
る
よ
う
に
進
め
る

・
個
別
避
難
計
画
に
、
要
支
援
者
が
直
接

避
難
で
き
る
施
設
を
明
記
す
る

・
緊
急
入
院
・
入
所
、
福
祉
避
難
所
へ
の

移
送
ト
リ
ア
ー
ジ
人
材
を
増
や
す

・
要
介
護
施
設
に
お
け
る
、
災
害
予
防
の

備
蓄
計
画
を
進
め
る

・
地
域
の
医
療
・
看
護
・
介
護
の
専
門
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る

・
自
主
防
災
会
等
地
域
に
、
移
送
等
の
車

両
提
供
等
を
促
す

　

さ
ら
に
、
要
支
援
者
の
災
害
犠
牲
を
減

ら
す
た
め
に
必
要
な
対
策
と
し
て
、
要
支

援
者
の
避
難
先
選
定
基
準
を
決
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
熊
本
市
で
は
次
の

よ
う
な
基
準
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

①
医
療
機
関
に
収
容
す
る
の
は
、
治
療
が

必
要
・
発
熱
・
下
痢
・
嘔
吐
等
の
症
状
が

あ
る
人

②
福
祉
避
難
所
に
収
容
す
る
の
は
、食
事
・

排
泄
・
移
動
が
１
人
で
で
き
な
い
人
と
介

助
者
不
在
の
３
歳
以
下
の
幼
児
と
保
護
者

③
指
定
避
難
所
内
の
福
祉
避
難
室
に
収
容

す
る
の
は
、
食
事
・
排
泄
・
移
動
の
一

部
介
助
が 

必
要
な
人
と
、
精
神
病
者
や
、

難
病
患
者
の
悪
化
の
予
防
が
必
要
な
人
、

さ
ら
に
産
前
・
産
後
・
授
乳
中
と
３
歳
以

下
の
幼
児
と
保
護
者

④
避
難
所
に
収
容
す
る
の
は
、歩
行
可
能
・

健
康
・
家
族
の
介
助
が
あ
る
人

　

福
祉
避
難
所
に
関
し
て
は
、
指
定
福
祉

避
難
所
の
整
備
が
進
ま
な
い
と
い
う
問
題

が
あ
り
ま
す
。
指
定
福
祉
避
難
所
と
は
、

内
閣
府
が
条
件
と
し
て
提
示
し
て
い
る
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化
や
福
祉
相
談
員
の
常
設
等

全
て
の
受
入
要
件
を
完
備
し
て
い
る
施
設

の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
設
備
面
の
完
備
が

難
し
い
こ
と
か
ら
、
政
府
は
、
福
祉
施
設

等
の
避
難
路
・
電
源
設
備
等
の
嵩
上
げ
工

事
、
止
水
板
・
防
水
扉
な
ど
の
豪
雨
対
策

設
備
等
へ
の
補
助
金
交
付
の
た
め
に
、
市

町
村
へ
の
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
等
の

財
政
措
置
を
行
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
施

設
の
費
用
負
担
も
大
き
く
、
専
門
職
の
不

足
解
消
や
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
未
策
定
へ
の
介
護
基

　

要
支
援
者
の
犠
牲
を
減
ら
し
、

　
　
　
　
　

災
害
関
連
死
を
防
ぐ

　

災
害
時
に
自
力
で
安
全
確
保
や
避
難
行

動
が
執
れ
な
い
要
支
援
者
の
た
め
に
、
個

別
避
難
計
画
の
策
定
が
、
市
町
村
に
義
務

化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
の
目
的
と

効
果
を
上
げ
る
た
め
に
、
要
支
援
者
本
人

と
家
族
に
知
っ
て
欲
し
い
こ
と
は
次
の
よ

う
に
な
り
ま
す
。

・
住
ん
で
い
る
地
域
の
災
害
の
危
険
（
ハ

ザ
ー
ド
）
を
理
解
し
て
も
ら
う

・
災
害
時
に
、
自
分
と
家
族
で
出
来
る
こ

と
を
確
認
し
て
も
ら
う

・
災
害
時
に
、
助
け
て
欲
し
い
支
援
内
容

を
地
域
に
知
っ
て
も
ら
う

・
地
域
支
援
の
確
保
の
た
め
に
、
登
録
名

簿
の
提
供
に
同
意
を
勧
め
る

　

要
支
援
者
本
人
だ
け
で
な
く
、
地
域
の

自
主
防
災
組
織
等
に
知
っ
て
お
い
て
欲
し

い
こ
と
は
次
の
通
り
で
す
。

・
個
別
避
難
計
画
の
策
定
を
、
我
が
事
と

し
て
積
極
的
に
参
加
し
て
欲
し
い

・
地
域
内
の
要
支
援
者
の
所
在
と
支
援
内

容
を
地
域
内
で
共
有
し
て
欲
し
い

・
災
害
時
に
誰
で
も
要
支
援
者
宅
に
駆
け

つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い

・
要
支
援
者
が
安
心
で
き
る
避
難
所
の
運

営
を
地
域
で
考
え
る

　

た
だ
し
、
被
災
者
の
自
立
を
損
な
わ
な

い
よ
う
、
支
援
の
し
過
ぎ
に
注
意
が
必
要

で
す
。
個
別
避
難
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

は
、
令
和
5
年
内
閣
府
の
報
道
資
料
お
よ

び
手
引
き
等
に
よ
っ
て
、
試
行
的
で
良
い

か
ら
、
ま
ず
１
件
以
上
着
手
し
て
、
残
り

の
策
定
予
定
を
決
め
て
良
い
こ
と
や
、
策

定
手
順
を
習
得
す
る
た
め
に
、
内
閣
府
が

当
初
例
示
し
た
内
容
に
関
わ
ら
ず
、
市
町

村
で
着
手
し
易
い
対
象
者
を
優
先
し
て
選

ん
で
も
良
い
こ
と
や
、
支
援
者
欄
に
、
個

人
名
の
記
載
が
困
難
な
場
合
、
支
援
内
容

と
自
治
会
等
の
団
体
名
を
記
載
す
る
こ
と

で
、
実
効
性
が
担
保
で
き
れ
ば
良
い
と
も

紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、民
生
委
員
は
、

民
生
委
員
規
定
・
民
生
委
員
法
に
基
づ
き
、

厚
労
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
の
地

方
公
務
員
な
の
で
、
特
定
の
要
支
援
者
の

支
援
者
に
は
な
れ
な
い
こ
と
も
注
意
が
必

要
で
す
。

　

福
祉
避
難
所
の

　
　
　

対
象
施
設
の
多
様
化

　

災
害
時
の
避
難
所
生
活
や
車
中
泊
等
で

の
不
衛
生
で
不
健
康
な
環
境
や
、
ラ
イ
フ
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本
報
酬
の
減
額
等
、
先
立
つ
問
題
が
あ
り

ま
す
。

　

要
介
護
施
設
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定

　

令
和
６
年
４
月
に
要
介
護
施
設
の
Ｂ
Ｃ

Ｐ
策
定
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。さ
ら
に
、

令
和
７
年
３
月
ま
で
に
策
定
が
で
き
な
い

場
合
、
基
本
報
酬
の
減
算
も
発
表
さ
れ
、

施
設
・
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
は
、３
％

相
当
の
単
位
数
が
減
算
さ
れ
、
そ
の
他
の

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
１
％
相
当
の
単
位

数
の
減
算
と
い
う
こ
と
で
す
。
訪
問
サ
ー

ビ
ス
、
福
祉
用
具
貸
与
、
居
宅
介
護
支
援

は
、
今
年
度
は
適
用
外
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
い
ず
れ
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で

し
ょ
う
。
要
介
護
施
設
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
に

つ
い
て
は
、
厚
労
省
の
様
式
が
あ
り
ま
す

が
、
施
設
の
業
種
業
態
に
応
じ
た
記
入
内

容
の
違
い
が
分
か
り
に
く
い
こ
と
か
ら
、

市
町
村
と
し
て
策
定
を
指
導
す
る
場
合
の

重
点
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。

①
優
先
す
る
事
業

　

入
所
・
通
所
・
訪
問
等
複
合
型
事
業
所

で
は
、各
施
設
の
優
先
業
務
を
整
理
し
て
、

施
設
と
し
て
事
業
の
一
時
休
止
・
縮
小
・

継
続
・
休
業
等
を
判
断
し
ま
す
。

②
優
先
す
る
業
務

　

災
害
時
に
継
続
で
き
る
通
常
業
務
と
、

停
止
す
る
業
務
の
再
開
予
定
を
決
め
て
、　

担
当
者
と
必
要
な
資
材
等
の
計
画
を
、
最

低
７
日
分
策
定
し
ま
す
。
ま
た
、
入
所
施

設
で
は
、
与
薬
・
食
事
・
排
泄
・
入
浴
等

に
つ
い
て
、
詳
細
な
手
順
を
決
め
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
Ｂ
Ｃ
Ｐ
発
動
基
準

　

策
定
し
た
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
発
動
す
る
の
か
を
き
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
入
所
施
設
の
場
合
は
、

入
所
者
の
生
命
や
生
活
に
危
険
と
思
え
る

事
態
。
通
所
施
設
の
場
合
は
、
利
用
者
に

危
険
が
及
ぶ
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
困
難

な
事
態
。
訪
問
・
居
宅
介
護
施
設
の
場
合

は
、
訪
問
が
困
難
で
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
で

き
な
い
事
態
。
介
護
用
品
リ
ー
ス
業
の
場

合
は
、
物
流
に
支
障
が
出
て
、
物
品
の
入

出
荷
が
滞
る
事
態
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

④
職
員
の
参
集
規
準

　

夜
間
・
早
朝
・
休
日
に
、
何
時
間
で
何

人
が
集
ま
れ
る
か
を
算
出
。

　

帰
宅
困
難
者
対
策

　

東
日
本
大
震
災
時
に
、
震
源
地
か
ら
遠

く
離
れ
た
首
都
圏
で
、
公
共
交
通
機
関
の

運
休
に
よ
り
、
各
地
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
で

５
０
０
万
人
を
超
え
る
帰
宅
困
難
者
が
発

生
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
内
閣
府
は
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
、
大
都
市
の
主
要
駅

周
辺
を
所
管
す
る
都
道
府
県
市
町
村
に
対

し
て
、
帰
宅
困
難
者
対
策
の
政
策
を
指
示

し
ま
し
た
。地
震
や
豪
雨
災
害
に
限
ら
ず
、

大
停
電
に
よ
る
交
通
機
関
や
信
号
等
が
機

能
停
止
に
な
り
、
そ
の
場
を
動
け
な
い
市

民
が
大
量
に
発
生
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
帰
宅
困
難
者
対
策
は
、
事
業
所

に
と
っ
て
従
業
員
や
顧
客
の
安
全
確
保
の

た
め
に
は
必
須
業
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
対
策
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
市
町

村
が
な
す
べ
き
取
組
み
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
整
理
し
て
み
た
。

・
段
階
１
（
発
災
直
後
）

　

事
業
所
は
、
従
業
員
や
顧
客
の
安
全
を

確
保
し
た
上
で
、
大
量
の
人
の
移
動
に
よ

る
事
故
や
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た

め
、
一
斉
に
帰
宅
す
る
こ
と
を
抑
制
す
る

こ
と
を
政
府
は
指
示
し
て
い
ま
す
が
、
市

町
村
と
し
て
は
、
事
業
所
等
へ
の
帰
宅
抑

制
の
要
請
を
い
つ
の
時
点
で
ど
の
よ
う
な

方
法
で
伝
え
る
の
か
を
決
め
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
に
該
当
す
る
地

区
で
帰
宅
困
難
者
対
策
協
議
会
等
を
立
ち

上
げ
て
官
民
連
携
の
対
策
を
検
討
す
る
こ

と
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
段
階
２
（
６
時
間
内
）

　

一
斉
帰
宅
を
抑
制
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
事
業
所
内
で
一
時
的
に
待
機
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
そ
の
待
機
者
へ
の
支
援

を
決
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
市
町

村
と
し
て
は
、
事
業
所
に
一
時
待
機
者
へ

の
水
・
毛
布
等
物
資
の
備
蓄
を
進
め
る
こ

と
と
、
一
時
待
機
場
所
設
置
が
で
き
な
い

事
業
所
に
ど
の
様
な
指
導
を
す
る
の
か
を

検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・
段
階
３
（
24
時
間
内
）

　

内
閣
府
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
事
業

所
の
従
業
員
等
だ
け
で
な
く
、
地
区
の
屋

外
に
滞
留
す
る
人
た
ち
の
一
時
受
入
場
所

内閣府は帰宅困難者対策の政策を指示した
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の
設
置
を
求
め
て
い
ま
す
。
交
通
機
関
の

駅
舎
に
お
け
る
滞
在
者
や
、
観
光
・
買
い

物
等
に
よ
る
滞
留
者
が
何
人
い
る
の
か
、

そ
の
人
た
ち
の
一
時
的
受
入
可
能
な
事
業

所
は
何
カ
所
あ
る
の
か
、
ま
た
、
民
間
の

事
業
所
に
受
入
れ
を
要
請
に
当
た
っ
て
の

費
用
弁
済
や
助
成
金
等
が
検
討
で
き
る
の

か
な
ど
、
問
題
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
特
に
、
事
業
所
で
は
な
く
、
地
域
の

指
定
避
難
所
へ
の
受
入
が
出
来
る
よ
う
に

自
治
会
等
の
理
解
を
得
る
努
力
も
必
要
と

な
っ
て
き
ま
す
。
一
部
の
大
都
市
で
は
、

帰
宅
困
難
者
の
一
時
待
機
中
の
支
援
物
資

を
助
成
す
る
制
度
を
決
め
て
い
ま
す
。

・
段
階
４
（
72
時
間
内
）　

　

一
般
的
に
夜
明
け
を
迎
え
た
頃
か
ら
、

帰
宅
を
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
交

通
機
関
が
運
休
し
て
い
る
途
で
の
徒
歩
移

動
と
な
る
の
で
、
交
通
や
道
路
の
情
報
を

提
供
す
る
こ
と
や
、
帰
宅
に
役
立
つ
地
図

や
、
コ
ン
ビ
ニ
や
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
等

の
支
援
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
案
内

な
ど
の
提
供
方
法
を
決
め
て
お
く
こ
と
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
電
話
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ

る
相
談
窓
口
の
設
置
も
必
要
で
す
。

　

受
援
計
画
の
策
定

　

能
登
半
島
地
震
で
は
、
通
行
の
不
便
さ

か
ら
、
大
量
に
物
資
が
滞
る
事
態
と
な
り

ま
し
た
が
、
近
年
の
災
害
で
は
政
府
を
始

め
全
国
か
ら
の
物
的
人
的
応
援
派
遣
が
速

く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
被
災
地

で
は
応
援
を
無
駄
に
し
な
い
受
入
れ
の
効

率
化
が
求
め
ら
れ
ま
す
。大
規
模
災
害
に
、

市
町
村
が
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
、
民

間
企
業
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
応
援
を

迅
速
か
つ
的
確
に
受
け
入
れ
る
こ
と
と
、

そ
れ
を
無
駄
に
し
な
い
た
め
の
体
制
を
整

備
し
た
〝
受
援
計
画
〟
を
策
定
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
受
援
計
画
を
作
成
す
る
手

順
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
要
点
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

・
災
害
時
に
自
力
対
応
で
き
る
こ
と
を
整

理
し
て
お
く
こ
と
で
、
出
来
な
い
こ
と
が

把
握
で
き
る
の
で
、
物
的
・
人
的
応
援
の

要
請
内
容
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

・
応
援
を
受
入
れ
る
た
め
の
条
件
・
期
間
・

待
遇
等
を
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

・
応
援
派
遣
を
要
請
す
る
相
手
の
団
体
と
、

要
請
方
法
を
決
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で

す
。

　

さ
ら
に
自
主
防
災
組
織
等
の
受
援
計
画

も
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
、
特
に
、

避
難
所
を
地
域
の
支
援
拠
点
に
す
る
と
い

う
構
想
を
進
め
る
べ
き
で
あ
り
、
避
難
所

の
小
学
校
等
に
地
域
の
防
災
拠
点
を
設
置

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
避
難
所
は
、

避
難
生
活
だ
け
で
な
く
、
り
災
証
明
や
法

律
・
健
康
・
生
活
補
助
等
の
相
談
窓
口
が

設
置
さ
れ
、
給
水
や
物
資
の
配
給
場
所
に

な
る
こ
と
か
ら
、
復
旧
に
向
け
て
の
防
災

拠
点
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に
、
自
主

防
災
会
等
地
域
内
で
、
事
前
に
避
難
所
施

設
に
防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
話
し

あ
っ
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

災
害
時
初
動
行
動

　

自
治
体
の
災
害
は
、
防
災
計
画
に
基
づ

い
て
対
処
し
ま
す
が
、
大
規
模
な
災
害
で

は
、
庁
舎
や
職
員
も
被
災
し
て
、
職
員
が

間
に
合
わ
な
い
こ
と
や
、
防
災
対
策
に
不

慣
れ
な
職
員
が
手
間
取
る
な
ど
の
事
態
を

招
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
災
害
の
発
生
で

被
災
し
た
場
合
の
対
策
は
業
務
継
続
計
画

に
基
づ
い
て
の
行
動
と
な
り
ま
す
が
、
非

常
事
態
に
迅
速
か
つ
円
滑
に
対
策
を
進
め

る
た
め
に
、
職
員
の
初
動
行
動
を
指
示
す

る
「
ア
ク
シ
ョ
ン
カ
ー
ド
」
の
策
定
が
効

果
的
で
す
。
ア
ク
シ
ョ
ン
カ
ー
ド
に
は
次

の
よ
う
な
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

・
災
害
対
応
の
未
経
験
者
で
も
災
害
対
策

の
準
備
が
で
き
る

・
誰
で
も
、
必
要
な
資
器
材
と
情
報
を
集

め
る
手
順
が
理
解
で
き
る

・
指
揮
権
を
持
つ
幹
部
職
員
の
到
着
後
、

直
ち
に
対
策
が
始
め
ら
れ
る

・
全
て
の
職
員
が
、
災
害
時
の
行
動
を
共

有
で
き
る

・
庁
舎
や
設
備
の
弱
点
や
課
題
を
発
見
で

き
る

・
住
民
か
ら
の
相
談
や
要
請
に
迅
速
な
対

応
が
で
き
る

　

要
す
る
に
、
休
日
や
夜
間
・
早
朝
に
災

害
が
発
生
し
、
担
当
職
員
や
管
理
職
の
登

庁
が
間
に
合
わ
な
く
て
も
、
素
早
く
登
庁

で
き
た
職
員
が
誰
で
あ
っ
て
も
、
災
害
対

策
の
初
動
行
動
を
執
れ
る
た
め
の
指
示
書

を
作
っ
て
お
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
ア

ク
シ
ョ
ン
カ
ー
ド
を
作
成
す
る
に
は
、
事

前
に
、
庁
舎
内
外
の
被
災
想
定
を
元
に
、

被
災
の
点
検
個
所
、
備
蓄
物
資
や
資
器
材

の
保
管
場
所
、
各
執
務
室
の
必
要
な
設
備

等
を
調
べ
た
一
覧
表
を
用
意
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
ま
す
。

　

今
回
は
、
特
に
市
町
村
の
職
員
が
福
祉

と
防
災
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
知
っ
て

お
く
べ
き
事
項
を
並
べ
ま
し
た
。
時
事
変

化
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
過
去
の
災
害
を

教
訓
と
し
て
、
今
後
の
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り
に
活
か
せ
る
知
識
の
習
得
を
期
待

し
ま
す
。


